
 
 

 

長崎県におけるゴケグモに対する取扱方針 

 
１．対象とするゴケグモ 
 ○毒を有し、人の生命・身体への被害発生が危惧されるものとして、現在、ゴケグモ属

全種が外来生物法に基づく特定外来生物に指定されている。 
  この内、３種について国内で確認されている。 
   ・セアカゴケグモ（４２都道府県で確認） 
   ・ハイイロゴケグモ（１３都府県で確認） 
   ・クロゴケグモ（山口県岩国市の米軍基地で定着） 
   ・ジュウサンボシゴケグモ（国内での確認事例無） 
  
○長崎県内では、平成２６年８月２６日に陸上自衛隊大村駐屯地内において、ハイイロ
ゴケグモが初確認された。また、平成２８年８月２日に同駐屯地内において、セアカ
ゴケグモが初確認された。 
  
○このため、セアカゴケグモ及びハイイロゴケグモを中心に、ゴケグモ４種を対象とし
て県内での対策を進める。 

 
２．取扱方針 
（１）ゴケグモの県内への新たな侵入及び拡大を防ぐための監視と正確な情報提供に努め

ることとする。 
○「長崎県危険な外来生物対策協議会」による監視 
「長崎県危険な外来生物対策協議会」の構成機関は日常の業務実施時に各機関管理施
設におけるゴケグモの生息の有無を確認等する。 

  ○県民、市町等への広報 
 

対 象 内 容 手 法 

県民 ・ゴケグモに関する注意喚起に関する広報 
 ゴケグモの特徴・発見した場合の対応 
 かまれた時の措置 

県広報誌 
（県民だより） 

市町 ・外来生物対策協議会における協議内容の情報提供 
・管内におけるゴケグモに関する情報提供依頼 
・管内における生息確認への協力依頼 
・県民に対する情報提供と市町媒体による広報依頼 

文書通知 

国・県等の関
係機関 

・外来生物対策協議会の開催による情報共有 文書通知 

  
（２）今後、新たに県内においてゴケグモが確認された場合の対応は、別紙による。 



 
 別紙  

ゴケグモ確認時の対応 

 

 
確認情報（ゴケグモの可能性が高い場合） 

市町施設 個人施設 

各施設管理者において判別 

判別困難 判別可 

ゴケグモ その他のクモ類 

捕獲 捕獲 

県自然環境課へ 
連絡送付 

県自然環境課へ 
連絡送付 

クモ類専門家へ 
同定依頼 

ゴケグモ その他のクモ類 

判別可 判別困難 

処理終了 

①「長崎県危険な外来生物対策協議会」における情報共有 
 ・外来生物対策協議会構成機関及び県内各市町へのお知らせ 
 ・「長崎県危険な外来生物対策協議会」の開催は原則年１回とする 
 
② 報道発表（県自然環境課）及びホームページ等による注意喚起 
・発見情報についてはホームページによる公表を行う 
・報道発表については新たな市町で発見された場合など状況に応じて実施する 

 
③ 発見場所周辺調査及び殺虫処理（エアゾール殺虫剤（ピレスロイド系）） 
※原則として発見場所の管理者が実施することを基本とする。 

○咬傷事故に最善の注意を払い、市販の 
殺虫剤・踏み潰す等の殺処分後に捕獲
（軍手、厚手のゴム手袋を着用）  

○巣・虫体の写真撮影と記録 
（生息確認場所・周辺の確認状況等） 

協議会構成機関の所管施設 左記以外の県有施設 


